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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

西日本空輸株式会社所属アエロスパシアル式ＳＡ３６０Ｃ型ＪＡ９２６２は、昭和５５年９月２１日１１ 

時１０分ごろ、物資輪送のため、機長のみが搭乗して、鹿児島県大口市青木溜池の上１８８２の６の青 

木場外離着陸場を離陸直後、急にエンジン出力の伝達が断たれ、同離着陸場内に緊急着陸し、中破し 

た。

本事故による火災は発生せず、人員の死傷はなかった。

１．２　航空事故調査の概要

昭和５５年９月２５日　現場調査

昭和５５年９月２６日～２７日及び

昭和５５年１０月３日～４日　事故機の詳細調査（於大阪国際空港）

昭和５５年１１月２２日～昭和５６年１０月２４日　フランス政府当局に依頼し、事故機のクラ

ッチ及びインプットフランジの調査

昭和５６年１１月９日～昭和５７年１月２８日　インプットフランジ及びフレキシブルカップリ 

ングの破面詳細調査並びに破損解析



１．３　原因関係者からの意見聴取

昭和５７年５月７日　意見聴取

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ９２６２は、昭和５５年９月２１日０８時０７分ごろ、機長外同社の作業員３名が搭乗して、福 

岡空港を離陸し、鹿児島県大口市青木溜池の上１８８２の６の青木場外離着陸場（標高約２４０メートル、 

以下「臨時ヘリポート」という。）に０８時５９分ごろ着陸した。

機長は、物資（白砂土）輸送について関係者と打合せを行った後、機長のみが搭乗して、０９時２４ 

分ごろから、臨時ヘリポートを作業基地とし、九州電力南九州幹線の２５６号鉄塔建設現場（標高約 

４４０メートル）に物資を３回輸送した後、燃料補給を行った。

その後、同機は、４回目の作業として約５００キログラムの白砂土入りバケットを機外つり下げ装置 

（ワイヤ及びバケットのつり下げ全長約３．７５メートル）により懸垂し、１１時１０分ごろ、臨時ヘ 

リポートを離陸した直後（対地高度約５メートル）、突然エンジン付近に異常音を生ずるとともに、 

機首が右に振られたので、臨時ヘリポート場内に緊急着陸した。

その際、同機の後部胴体は、つり下げていたバケットに触れて損傷を受けた。

その後、機長は、通常操作によりエンジンを停止し、機外に脱出した。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

死傷　
搭乗者

乗組員　その他　
その他

死亡　０　―　０

重傷　０　―　０

軽傷　０　―　０

なし　１　―

２．３　航空機の損壊の程度

中破



２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

なし

２．５　乗組員に関する情報

機長　昭和１６年３月１日生

事業用操縦土技能証明書　第１８８２号

昭和４０年６月１４日取得

限定事項　回転翼航空機ベル４７型、アルウェットⅢ型、ヒューズ式３６９型、アエロスパシア 

ル式ＳＡ３６０型。

第１種航空身体検査証明書　第１２４７１３８９号

有効期間　昭和５５年７月３０日から昭和５６年７月２９日まで

総飛行時間　６，６５５時間５２分

同型式機による飛行時間　２８６時間５３分

最近３０日間の飛行時間　８２時間５６分

２．６　航空機に関する情報

２．６．１　航空機

型式　アエロスパシアル式ＳＡ３６０Ｃ型

製造番号　第１０１９号

製造年月日　昭和５５年５月１２日

耐空証明書番号　第大‐５５‐１５０号

有効期間　昭和５５年８月６日から昭和５６年８月５日まで

総飛行時間　９６時間２１分

１００時間点検後の飛行時間　２時間１８分

２．６．２　エンジン

型式　ツルボメカ式アスターズＸＶⅢＡ型

製造番号　第１０４号

製造年月日　昭和５０年８月２９日

総使用時間　１０８時間４１分

１００時間点検後の使用時間　２時間１８分

２．６．３　メインギヤボックスインプットフランジ 

部品番号　３６０Ａ・３２・１０３３・２０



製造番号　なし

総使用時間　９６時間２１分

２．６．４　重量及び重心位置

事故発生時の同機の推定重量は、２，４７３キログラム（最大重量３，０００キログラム）、推定重心 

位置は、４．０２８メートル（許容重心位置範囲３．８～４．１メートル）で、いずれも許容範囲内であ 

つた。

２．６．５　燃料及び潤滑油

使用燃料は、出光ＡＴＦ‐１、潤滑油は、エッソターボオイル２３８９で、いずれも規格品であっ 

た。

２．７　気象に関する情報

機長の口述によれば、事故現場の当時の気象は、天気晴、風静穏、視程１０キロメートル以上、気 

温２８度Ｃであった。

２．８　航空機及びその部品の損壊に関する情報

機体

胴体右後部外板（ステーション５０４５～５８２３）損傷

エンジン

カウリング一部損傷

コネクチングハウジング　破断

ジャンクションシャフト（エンジンのメインギヤボックスの間のドライブシャフト）　破損脱落

２．９　その他必要な事項

２．９．１　エンジンからメインギヤボックスに至るエンジン出力の伝達について、付図のとおり、エ 

ンジンの減速ギヤにより減速された出力は、エンジンドライブシャフトから、遠心式クラッチ→ 

ジャンクションシャフト（シャフトの両端にそれぞれフレキシブルカップリングが付いている。） 

→インプットフランジ→ジンバルジョイント→メインギヤボックスへと伝達される。フレキシブ 

ルカップリングは、六角形をなし、組合わされた１４枚の板ばねを、６個の眼鏡型の金具でかし 

めてある。動力は、このカップリングの６個の眼鏡金具のうち、正三角形となる一組（３個）と 

他の一組（３個）をそれぞれ一対のジョイントとして振り分け、伝達される。

２．９．２　インプットフランジについて

(1)　使用材料は、フランス工業規格による鋼種記号３０ＮＣＤ１２（ＪＩＳ規格ＳＮＣＭ４３９及び米



国規格ＡＳＴＭ４３４０に相当）のニッケル・クロム・モリブデン鋼で、鍛造品を削り出して作ら 

れている。

(2)　加工行程では、熱処理が施され、引張強さは、９，６９０～１１，７３０kg／㎠であり、同フランジ 

のボス部表面には、クロム、セレーション部には、銀、その他の部分には、カドミウムメッキ 

がそれぞれ施されている。

(3)　当該部品は、イタリアのフィアット（ＦＩＡＴ）社で製造されている。

３　事実を認定した理由

３．１　解析のための試験及び研究

３．１．１　事故機を大阪国際空港へ搬入し、アエロスパシアル社の技術員の協力を得て、分解調査等 

を行った結果は、次のとおりであった。

(1)　ジャンクションシャフトの前端部に取付けられているインプットフランジは、３個のうで金 

（フレキシブルカップリングに連結する）の部分が破断分離していた。（写真１及び２参照）

(2)　ジャンクションシャフトは、同シャフトの前端部のフレキシブルカップリングが破断分離し 

たほか、後端部のフレキシブルカップリングも個々に破断分離したため、前後の支持が失われ、 

コネクチングハウジング内に落下していた。（写真４参照）

(3)　コネクチングハウジング（アルミニュウム合金製）は、その前端部（ジンバルジョイント側） 

が円周方向に大きくえぐり取られ、穴があいた状態で破断していた。

(4)　インプットフランジ取付ナットの締付トルクの測定値は、２６kg・m（規定２５．７～２８．６kg・m） 

であった。

(5)　クラッチユニット取付ナット（エンジンドライブシャフト先端部）の締付トルクの測定値は、 

３．１６kg・m（規定５．４～６．２kg・m）であった。

(6) クラッチユニットリアフランジとエンジンリダクションギヤケースとの間に取付けられてい 

るコネクションケースのリダクションギヤケースへの取付ボルト（１２個）のトルクは、すべ 

てゼロであった。

(7)　メインギヤボックスオイル、エンジンオイル及びハイドロオイルを目視観察した結果、特に 

異常は認められなかった。

(8)　メインギヤボックス及びエンジンのオイルフィルタ並びにマグネチックプラグのそれぞれに 

は、異常は認められなかった。

(9)　燃料系統及びエンジンフュエルコントロールユニットのフィルタには、異常は認められなか



った。

(10)　メインロータブレード及びメインギヤボックスを取外し、フリーホイルユニットの作動状態 

を確認した結果は、次のとおりであった。

ア．　メインロータヘッドを手で正回転（上から見て時計方向）させると、インプットフランジ 

は、ともに回転した。また、この場合、インプットフランジを手で固く抑えると、同ヘッド 

は、そのまま正回転方向に空転した。

イ．　逆に、インプットフランジを手動で動力伝達方向（反時計方向）に回転させると、メイン 

ロータヘッドは、円滑に正回転した。

(11)　クラッチユニットを分解し、シュー（８個）に装着されているライニングを点検した結果、 

同ライニングの摩擦面の摩耗状態はいずれも均等で、強い異常摩耗は認められてなかった。

(12)　インプットフランジの破面を写真撮影し、観察した結果、同フランジの３個のうで金のうち

２個のものについては、いずれも疲労破壊に見られるストライエーションが認められた。

（写真３参照）

他の１個のうで金の破面には、傷が多く、過熱による変色を呈していた。

３．１．２　前項（３．１．１）に加え、更に詳細な調査を行うため、同機に装着されていたエンジン、メ 

インギヤボックス、クラッチ及びインプットフランジの破片（ボス側）をアエロスパシアル社に 

送付するとともに、当該フランジ破損に関する不具合等について調査を依頼した結果、概略次の 

回答を得た。

(1)　同社の実験室で検査の結果、同フランジの３個のうで金のうち少くとも２個に疲労亀裂が認 

められ、うで金の破壊は、写真2に記入したうで金番号でNo.１→No.２→No.３の順序である。

ア．　No.１のうで金については、長さ約２９ミリメートルの疲労亀裂が認められる。

イ．　No.２のうで金については、長さ約１０ミリメートルの疲労亀裂が認められ、最終的な破壊 

は、静的応力によるものと考える。

ウ．　No.３のうで金については、切損破面に傷が多く、過熱による変色痕が認められた。

以上のことから、アエロスパシアル社は、No.１及びNo.２のうで金が疲労破壊したことにより、 

異常振動が発生したものと推定する。

(2)　フレキシブルカップリング

当該フレクタ型カップリングは、アエロスパシアル社の経験によれば、過去に一度も折損し 

たことがなく、当該事故時における折損は、非常に急速に生じたものと推定する。

(3)　クラッチユニット

事故機のクラッチを部分的に復元した状態で、動的釣合試験を行った結果、事故当時、同ユ 

ニットは、比較的良好な状態で釣合が保たれていたと考える。



３．２　解析

３．２．１　ＪＡ９２６２は、 事故発生まで、メインギヤボックスのインプットフランジを除き、不具合

はなかったものと推定される。

３．２．２　同機が離陸直後、エンジン付近に生じた異常音は、上記インプットフランジのうで金が破 

断し、それにより分離したジャンクションシャフトの前端部が同シャフトの後端部を片持として 

すりこぎ運動を起したことにより、コネクチングハウジングの前方部内面が切削され、同ハウジ 

ングが破断するとともに、ジャンクションシャフト系が破断する過程で発生したものと推定され 

る。

３．２．３　ジャンクションシャフトがコネクチングハウジング内下部に落下したのは、同シャフトの 

前端部が破断後、異常な回転運動を続けたことにより、同シャフトの後端部がフレキシブルカッ 

プリングの部分で破断分離したことによるものと推定される。

３．２．４　クラッチユニット取付ナットの締付トルクが規定値を下回っていたこと及びクラッチ、リ 

アフランジとエンジンリダクションギヤケースとの間のコネクションケースの取付ボルト（１２ 

個）のトルクがすべてゼロであったのは、ジャンクションシャフトが破断する過程で生じた回転 

のアンバランスにより発生したものと推定される。

３．２．５　メインギヤボックス及び同ボックス内に取付けられているフリーホイルユニットは、とも 

に円滑に回ったことから、事故当時は、異常なく作動していたものと推定される。

３．２．６　クラッチユニットには、分解調査及び試験結果から、一次的な不具合は存在しなかったも 

のと推定される。

３．２．７　インプットフランジの３個のうで金が破断したのは、破面観察の結果、同フランジの３個 

のうで金のうち２個のものについて、いずれも同フランジの動力回転方向に疲労亀裂が認められ、 

この亀裂が逐次進展したことによるものと推定される。

３．２．８　上記うで金の破断に伴い、ジャンクションシャフトの前端部のフレキシブルカップリング 

は破断し、次いで同シャフトの異常回転の発生により、同シャフトの後端部のフレキシブルカッ 

プリングも破断分離したものと推定される。

３．２．９　緊急着陸の際、同機の機首が右に振られたのは、メインギヤボックスへのエンジン出力の 

伝達が断たれたことによるものと推定される。



４　結論

(1)　機長は、適法な資格を有し、所定の航空身体検査に合格していた。

(2)　ＪＡ９２６２は、有効な耐空証明を有し、事故発生時まで、メインギヤボックスのインプットフ 

ランジの不具合を除き、異常はなかったものと推定される。

(3)　事故当時の気象状況は、事故の発生に直接関連はなかったものと認められる。

(4)　同機が離陸直後、突然エンジン付近に生じた異常音は、インプットフランジが破断されたことに 

伴い、ジャンクションシャフト系が破壊する過程で発生したものと推定される。

(5)　インプットフランジが破断したのは、破面観察の結果、同フランジの３個のうで金のうち2個に 

いずれも疲労き裂が認められたことから、このき裂が逐次進展したことによるものと推定される。

(6)　同機は、離陸直後、低高度において、エンジン出力の伝達が断たれたため、バケットを切り離す 

余裕もなく緊急着陸し、その際、バケットにより機体を損傷したものと推定される。

(7)　緊急着陸の際、同機の機体の機首が右に振られたのは、エンジン出力の伝達が断たれたことによ 

るものと推定される。

原因

本事故は、同機が離陸直後、エンジン出力の伝達が突然断たれたことにより緊急着陸し、その際、 

機体を損傷したことによるものと推定される。

なお、エンジン出力の伝達が断たれたことについては、メインギヤボックスのインプットフランジ 

の疲労破断によるものと推定される。

参考事項

当委員会の調査に基づき、アエロスパシアル社は、次の対策をとった。

１．　昭和５５年９月３０日付けで、テレックスサービスNo.０１・０８を発行した。

（要旨）

次の１０飛行時間以内に、フレキシブルカップリング、同フレクタ、同フレクタブッシュ及びイン 

プットフランジの点検を行い、その結果を同社に報告すること。

２．　昭和５５年１１月１７日付けで、Ｄ・Ｇ・Ａ・Ｃ承認のサービスブリテンNo.０１・０８を発行し 

た。

（要旨）

(1)　メインギヤボックスのインプットフランジの改善を図るため、同フランジＰ／Ｎ３６０Ａ・３ 

２・１０３３・２０を取外し、廃棄し、新しい強化型フランジＰ／Ｎ３６０Ａ・３２・１０３３



・２１と交換すること。（写真５参照）

(2)　この新型フランジは、限界使用時間の制限はなく、遅くとも昭和５５年１２月中に使用者に 

補給する。

（注）　当該機のインプットフランジは、昭和５５年１１月２９日新型に交換された。



エンジン出力の伝達図

（エンジン→メインギヤボックス）



付図



写真１　破断したインプットフランジ

写真２　破断したインプットフランジ



写真３ 写真２のNo.１うで金❍部
破面拡大（７．５倍）



写真４
前・後端部のフレキシブルカップリングが 

破断分離したジャンクションシャフト

写真５　新型インプットフランジ（Ｐ／Ｎ３６０Ａ・３２・１０３３・２１）


